
事
務
所
Ｈ
Ｐ
か
ら

ー
道
義
や
信
義
を
無
視
し
、

天
と
地
に
恥
ず
べ
き
で
は
な
い

の
か
。

「
提
訴
」
は
、
こ
の
一
連
の
行

為
に
沈
黙
し
容
認
す
れ
ば
「
税

理
士
会
」
社
会
全
体
に
禍
根
を

残
す
と
判
断
し
て
お
り
「
天
網

恢
々
疎
に
し
て
漏
ら
さ
ず
」
を

検
証
す
る
も
の
で
す
。
ー

四
年
前
の
平
成
20
年
10
月
28

日
金
沢
地
裁
に
前
代
表
取
締
役

片
山
豊
樹
を
相
手
に
不
正
競
争

防
止
法
・
会
社
法
・
民
法
に
よ

る
損
害
賠
償
請
求
の
提
訴
を
行

い
ま
し
た
。

平
成
24
年
８
月
８
日
、
名
古

屋
高
等
裁
判
所
金
沢
支
部
第
一

部
で
控
訴
審
の
判
決
が
あ
り
ま

し
た
。

主
文

１

甲
事
件
の
原
告
の
本
控
訴

に
基
づ
き
、
原
判
決
主
文
１
項

を
次
の
通
り
変
更
す
る
。

２

乙
事
件
原
告
は
、
甲
事
件

原
告
に
対
し
、
８
７
６
万
４
８

６
８
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
平

成
20
年
11
月
16
日
か
ら
支
払
済

み
ま
で
年
５
分
の
割
合
に
よ
る

金
員
を
支
払
え
。

３

乙
事
件
原
告
は
、
原
判
決

別
紙
営
業
秘
密
目
録
記
載
の
仕

訳
日
記
帳
、
会
社
情
報
リ
ス
ト
、

消
費
税
情
報
、
マ
ス
タ
ー
設
定

変
更
、
会
社
情
報
の
登
録
、
会

社
名
等
、
科
目
名
称
登
録
、
摘

要
辞
書
登
録
及
び
科
目
残
高
登

録
が
保
存
さ
れ
て
い
る
ハ
ー
ド

デ
ィ
ス
ク
及
び
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
そ
の

営
業
上
の
活
動
に
使
用
ま
た
は

開
示
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

乙
事
件
原
告
は
、
原
判
決

別
紙
営
業
秘
密
目
録
記
載
の
仕

訳
日
記
帳
、
会
社
情
報
リ
ス
ト
、

消
費
税
情
報
、
マ
ス
タ
ー
設
定

変
更
、
会
社
情
報
の
登
録
、
会

社
名
等
、
科
目
名
称
登
録
、
摘

要
辞
書
登
録
及
び
科
目
残
高
登

録
が
保
存
さ
れ
て
い
る
ハ
ー
ド

デ
ィ
ス
ク
及
び
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
破
棄

せ
よ
。

５

甲
事
件
原
告
の
そ
の
余
の

請
求
を
棄
却
す
る
。

６

乙
事
件
原
告
の
本
件
各
控

訴
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。

７

控
訴
費
用
は
、
甲
事
件
原

告
と
乙
事
件
原
告
と
の
関
係
で

は
、
第
１
、
２
審
を
通
じ
、
こ

れ
を
10
分
し
、
そ
の
９
を
甲
事

件
原
告
の
負
担
と
し
、
そ
の
余

を
乙
事
件
被
告
の
負
担
と
し
、

乙
事
件
原
告
と
乙
事
件
被
告
ら

と
の
間
で
は
、
控
訴
費
用
は
乙

事
件
原
告
の
負
担
と
す
る
。

以
上

二
審
判
決
で
、
勝
訴
判
決
が
あ

り
ま
し
た
。
（
判
決
の
全
文
は

当
事
務
所
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
）

注

甲
事
件
と
は
当
事
務
所
が

片
山
豊
樹
を
訴
え
た
事
件
で
す
。

乙
事
件
と
は
片
山
豊
樹
が
名
誉

毀
損
で
西
川
会
計
法
人
と
会
社

役
員
を
訴
え
た
事
件
で
す
。
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私
た
ち
は
、
戦
後
の
敗
戦
で
い
き

な
り
自
由
と
平
等
が
与
え
ら
れ
ま

し
た
。
そ
も
そ
も
民
主
主
義
の
前
提

は
、
多
数
決
で
な
く
権
力
と
の
戦
い

の
は
ず
で
す
。

権
力
の
実
態
は
官
僚

が
書
く
「
権
威
」
と
「
規

範
」
「
モ
ラ
ル
」
を
読
む
政
治
家
で
は

な
い
。

戦
後
の
い
い
成
績
と
い
い
生
活
、
損

得
勘
定
優
先
の
モ
ラ
ル
は
、
す
で
に

水
面
か
ら
底
が
露
呈
し
て
い
ま
す
。

目
的
が
戦
後
体
制
の
対
米
従
属

で
日
本
は
衰
退
し
か
な
い
。

生
き
延
び
る
道
は
「
憲
法
改
正
」
し

か
無
い
で
し
ょ
う
。

「地
獄
の
道
は
善
意
で
舗
装
さ
れ
て

い
る
」
ト
モ
ダ
チ
の
実
態
が
あ
り
ま

す
。
善
意
に
頼
る
国
家
は
地
上
に

存
在
す
る
意
義
が
あ
り
ま
せ
ん
。

民
主
主
義
は
日
々
戦
う
努
力
の
中

で
育
ま
れ
て
行
く
の
で
す
。

「
父
権
」の
喪
失
、
日
本
人
は
ま
だ

自
ら
「
規
範
」
を
示
し
て
い
な
い
。

本
来
強
き
を
挫
き
弱
き
を
助
け
る

風
土
に
、
い
じ
め
問
題
が
あ
る
は
ず

が
無
い
の
で
す
。

他
人
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

正
し
い
と
信
ず
る
も
の
は
、

損
得
勘
定
抜
き
に
戦
わ
な
け
れ
ば

道
は
開
け
な
い
の
で
す
。

国
民
各
人
が
諦
め
ず
戦
う
と
き
、

静
か
に
真
の
権
力
者
に
な
れ
る
の
で

す
。


